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１ 建設業の構造改善 
  
(1)  建設業の現状と課題 

建設産業は，我が国の主要な産業の一つであり，住宅・社会資本の整備に対して，多様化・高度

化する人々の要求を実現させる重要な役割を果たしている。ところが，社会全体の構造改革が求め

られている中で，建設産業においても，建設投資が低迷し，将来的にも大きな伸びが期待できない

という厳しい状況にあり，また，建設市場の国際化による競争が激化するなど，大きな構造変化に

直面している。受注の減少や利益率の低下等により，大手の建設業者も倒産するなど，建設業は非

常に厳しい経営環境に直面している。 

また，公共工事においては，国・都道府県の厳しい財政状況による公共事業費の大幅な削減に

伴い，発注件数及び発注金額とも，年々減少している。 

更に，平成 18 年に相次いで発生した贈収賄事件等を踏まえ，平成 18 年 12 月に全国知事会で策

定された「都道府県の公共調達改革に関する指針」（緊急報告）に沿って，一般競争入札の拡大，

総合評価方式の拡充及び電子入札の拡大等の改革が行われている。 

こうした状況の中で，今後は，各企業が，自己責任と自助努力で経営の革新などを進めること

により，建設産業全体の構造改善を促進させることが重要である。 

(2) 国の対策 

こうした建設業の現状と課題を踏まえ，平成 16 年 6 月には，国土交通省において，厳しい経営

環境に直面している建設産業において構造改善を推進するため，平成 16 年度からの３年間に，各

企業，建設業者団体，(財)建設業振興基金及び行政がそれぞれの立場において重点的に取組むべき

具体的な推進事業などを示した「建設産業構造改善推進プログラム 2004」が，平成 19 年 6 月には

「建設産業政策 2007」が取りまとめられた。 

また，中国ブロックにおいては，建設産業関係機関相互の情報提供と連携等により，建設産業

の健全な発展を促進することを目的として，平成 15 年 8 月に国土交通省中国地方整備局と中国地

方５県の土木建築担当部署を構成員とする「中国ブロック建設産業対策協議会」が設立された。 

この「中国ブロック建設産業対策協議会」は，平成 16 年 5 月に，中国地方における建設産業の

再生を支援するため，関係機関相互において，中小企業政策，雇用政策，進出分野等についての支

援に係る情報の交換と共有化を図り，施策の実施等について連携を図ることを目的として，新たに

国及び県の土木建築担当部署以外の関係部署並びに建設業者団体等を構成員として加えた「中国地

方産業再生協議会」として拡充された。 

(3)  建設業界の対策 

 平成 14 年度に，本県建設業界団体において，県との意見交換を重ねながら，業界の自主計画と

して「広島県建設産業再生に向けてのアクションプラン」が策定された。 

 このプランは，本県の建設産業が置かれた厳しい現状を踏まえ，具体的に次の取組みを計画して

いる。 

ア 意欲のある建設業者の経営基盤の強化や企業連携，新分野の進出等「技術と経営に優れた企業

づくり」の取組みへの支援 

イ 県が主体的となって取組む「建設産業再生のための環境整備」へ的確に対応することにより，

活力と創造力のある産業の再生 

更に，平成 15 年 4 月には，このプランに基づく事業を実施するため，県をオブザーバーとする

「広島県建設産業再生アクションプラン事業推進委員会」が設立された。 

 (4) 広島県の対策 
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県としては，平成 15年 9月に「広島県産業・雇用対策本部幹事会建設産業ワーキンググループ」

を設置し，活力と創造力のある建設産業の再生を図るため，建設業者の経営改善・経営基盤強化，

新分野進出，企業合併等の経営革新に対する自主的な取組みについて，全庁的な連携を図りなが

ら支援を行ってきた。  

  平成 23 年度に県が実施を予定している取組は，次のとおりである。 

ア 「県の関係課等の経営情報相談窓口」及び「県の主な支援措置」を掲載したリーフレットを配

布するとともに県のホームページに掲載し，建設業者への周知を図る相談窓口及び主な支援制

度の周知事業 【継続】 

イ 新分野へ進出を行おうとする建設業者に対して，県の担当者等が講師・アドバイザーとなって    

きめ細やかな指導・助言等を行う新分野進出支援塾事業 【継続】 

ウ 建設業新分野進出支援事業 

○建設業新分野進出支援補助金 【新規】 

地域の安全・安心を担う建設業者の新分野進出に際し，調査・研究開発や販路開拓及び設備

投資の経費の一部を助成する。   
【予算額】６６，０６４千円 

    なお，平成 22 年度までの４年間に実施した新分野進出等支援補助金及び経営革新支援補助金

による助成実績は次のとおりである。 

     【平成１９年度】  ４，３４１千円（ ７者） 

     【平成２０年度】  ５，１９３千円（ ８者） 

     【平成２１年度】  ７，７８６千円（１３者） 

     【平成２２年度】５３，８５８千円（４２者） 

 

２  建設業の許可 
   
     建設業の健全な発展を促進し，適正な建設工事を確保するため，昭和 24 年に建設業法が制定さ
れ，同法の規定に基づき，一定規模以上※の建設工事を請け負うことを営業とする者は，建設業の

許可を受けなければならないこととされている。 
   （※一定規模以上＝１件の請負工事の規模が，①建築一式工事では請負代金 1,500万円以上又は延べ面積 150ｍ２以上の木造住宅工事，又は②建築一式工事以外では請負代金 500万円以上の工事）  

   各年度末における建設業許可業者数及び年間許可申請処理件数の推移は，次のとおりである。 
 

建設業許可業者数の推移                     （単位：者） 
     年度 

区分       １８ １９ ２０ ２１ ２２ 
知 事 許 可 業 者 １３，２１１ １２，７５０ １２，７４２ １２，８０１ １２，３８８

県内大臣許可業者 ２７３ ２６５ ２６３ ２５１ ２４８

計 １３，４８４ １３，０１５ １３，００５ １３，０５２ １２，６３６

 
                年間許可申請処理件数（知事許可）       （単位：件） 

   年度 
区分 １８ １９ ２０ ２１ ２２ 
新 規 ５３５ ５５１ ４８１ ４９７ ４９６

業種追加 ２１９ １８６ １５２ ２０７ ２２０

更 新 ３，２８９ ２，９９５ ７１８ １，２２８ ２，７１９

計  ４，０４３ ３，７３２ １，３５１ １，９３２ ３，４３５
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               事務所別建設業許可業者数及び建設業許可申請処理件数     （Ｈ23．3．31現在） 

許 可 業 者 数 許可申請処理件数 区 分
  
 事務所別 知事許可業者 県内大臣許可業者 計 知事許可業者 県内大臣許可業者

西部建設事務所 
６，８８８ 
（７，１１４）

１６１ 
（１６７）

７，０４９ 
（７，２８１）

  １，８０３ 
  （１，０９６） 

      ５５ 
      （４８） 

 〃  呉支所 
９８２ 

（１，０１７）
１０ 
（１０）

９９２ 
（１，０２７）

     ２５９ 
     （１５２） 

       ５ 
       （３） 

 〃  東広島支所 
８１８ 
（８５０）

１１ 
（７）

８２９ 
（８５７）

     ２１３ 
     （１３２） 

       ７ 
       （０） 

東部建設事務所 
３，２５１ 
（３，３５９）

６０ 
（６１）

３，３１１ 
（３，４２０）

１，０１９ 
（４８０） 

１７ 
（９） 

北部建設事務所 
４４９ 
（４６１）

６ 
（６）

４５５ 
（４６７）

    １４１ 
     （７２） 

      １ 
      （１） 

合     計 
１２，３８８ 
（１２，８０1）

２４８ 
（２５１）

１２，６３６ 
（１３，０５２）

３，４３５ 
（１，９３２） 

     ８５ 
     （６１） 

 （注）１ （ ）は，平成 22 年 3月 31 日現在の数である。 
    ２ 県内大臣許可申請処理件数については，国土交通大臣に係る法定受託事務として処理（経由）

した件数である。  
 
３ 経営に関する事項の審査及び入札参加資格審査 
 

(1) 経営に関する事項の審査 
経営事項審査は，公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請負おうとす

る建設業者に対して受けることが義務付けられている審査で，公共工事に参加する建設業者の企業

力を経営規模等により適正に評価するための制度である。 
この制度は，昭和 36 年に建設業法改正により法制化されたものであり，昭和 62 年の法改正及び

昭和 63 年の建設省告示で審査内容等の充実が図られ，更に平成６年，10 年及び 11 年の法改正及

び建設省告示により，国際的なルールにも合致した客観性の高い資格審査として内容の大幅な充

実・改正が行われている。 

平成６年の改正では，審査基準日が各建設業者の決算日に変更されたほか，新たな審査項目とし

て工事の安全成績及び労働福祉の状況等が加わり，経営事項審査申請書等の虚偽記載に罰則規定が

設けられた。 

平成 10 年の改正では，評価対象の技術者資格の拡大や審査区分の見直し，激変緩和措置の導入

等が行われ，審査結果の公表も開始された。 

平成 11 年の改正では，経営事項審査の平均点を上回る建設業者の倒産がみられるようになった

ことなどから，経営状況分析の指標について，見直しがなされた。 

平成 18 年の改正では，完成工事高の指標が改正されるとともに，新たな審査項目として「防災

活動への貢献の状況」が加えられた。 

平成 20 年の改正では，規模評価，経営状況評価，技術力評価，社会性評価の見直しがなされ，

新たな審査項目として，技術職員の評価については，登録基幹技能者，監理技術者講習の受講者が

加点評価され，技術力の評価として，元請完成工事高の評価，法令遵守の状況を評価するため行政

処分を受けた場合には減点評価することとし，企業の経理については，会計監査人，会計参与につ

いて加点評価されることとなった。 

平成 23 年の改正では，技術者評価及び完成工事高の指標が見直されるとともに，新たな審査項

目として，民事再生企業及び会社更生企業について減点評価することとし，建設機械の保有状況及

びＩＳＯ認証の取得状況について加点評価されることとなった。 
これらの改正に伴って，経営事項審査が公共工事の企業評価における共通の物差しとして，公正か
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つ実態に即した評価基準となるような制度になっている。 
なお，平成 22 年度における審査件数は，別表のとおりである。 
 

  (2) 入札参加資格審査 
県が発注する建設工事の競争入札等に参加しようとする建設業者に係る入札参加資格申請につ

いては，隔年で受け付けており，平成 23・24年度分については平成 22年 11月及び 12月に受け
付け，平成 23年４月１日付けで資格認定を行った。 
この資格申請に当たっては，不良・不適格業者を排除する趣旨から，上記経営事項審査を受けて 
いる者で完成工事高があること及び広島県の県税の滞納がないことなどを条件としている。 
資格認定は，各業者の経営事項審査結果（客観的事項）と県工事成績，県の指名除外等の状況（主 
観的事項）を総合して行っており，一部の業種を除き業種ごとに３～４の等級に区分し，これを発 
注の標準とする請負対象設計金額と対応させて定めている。 
その他の主観的事項の改正状況については，次表のとおりである。 
 

入札参加資格審査（建設工事）における主観的事項の改正経緯 

 主観的事項の改正状況 

平成 15・16年度 ISO9001 の認証取得及び(社)全国土木施工管理技士会連合会の土木施工
CPDS学習単位数を追加 

平成 17・18年度 県による優良建設工事施工業者としての選定の状況を追加 

平成 19・20年度 
ISO 14001の認証取得，建築 CPD運営会議の建築士又は建築設備士の建

築 CPD（継続能力／職能開発）情報提供制度における認定時間数及び障害
者雇用の状況を追加 

平成 21・22年度 造園 CPD 学習単位数，次世代育成支援への貢献状況，地域防災活動への
貢献状況及び社会資本維持管理活動への貢献状況を追加 

平成 23・24年度 エコアクション 21 の認証・登録及び建設業労働災害防止協会への加入状
況を追加 

 
   一方，測量・建設コンサルタント等業務の委託契約の競争入札等に参加しようとする業者につい 
  ても，建設工事と同様に隔年で入札参加資格申請を受け付けており，平成 9・10年度分からは，入 
札への参加を希望する業務分野についての業務実績があることを条件としている。 
また，平成 11・12年度分からは，試行的に，その他業務を除く各業務について，業務実績高及 

び技術者の状況等を総合的に勘案して各業者の等級を区分し，これを発注の標準とする設計金額と 
対応させて定めている。 
さらに，平成 15・16年度分からは，ISO9001の認証取得，県の指名除外の状況（主観的事項） 

を勘案して，各業者の等級を区分することとした。 
平成 23年４月１日現在における資格認定者数は，別表のとおりである。 
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別  表 
経営事項審査及び建設工事等入札参加資格認定状況 

入 札 参 加 資 格 認 定 者 数   
（23. 4. 1 現在） 経 営 事 項 審 査 件 数 

（２２年度） 
建  設  工  事 

区 分
  
  
 事務所別 

知事許可業者 大臣許可業者 知事許可業者 大臣許可業者      
コンサルタント等       

西部建設事務所 
    １，５４０ 
    （１，５４４）

１０７
（１０３）

１，０８５
（１，１９２）

９１  
（９７） 

２４４ 
（２５６）

 〃  呉支所 
      ３９３ 
      （３８０）

７  
（９）

２５６  
（２６８）

５  
（６） 

１５ 
（１８）

 〃  東広島支所 
      ３０７ 
      （３００）

４
（６）

２３６
（２４３）

５  
（５） 

４４ 
（３９）

東部建設事務所 
    １，１３２ 
    （１，０７７）

４０
（４０）

７２９
（７８６）

３５  
（４０） 

８８ 
（８９）

北部建設事務所 
      １８７ 
      （１７７）

４
（４）

１２５
（１３３）

４  
 （４） 

２０ 
（２０）

県  内  計     ３，５５９ 
   （３，４７８）

１６２  
（１６２）

２，４３１  
（２，６２２）

１４０  
（１５２） 

４１１ 
（４２２）

県    外 
(広島県以外に本店を有する者)                     ―        ―

５６  
（５７）

６３９  
（６５９） 

４０３ 
（４２０）

合     計     ３，５５９ 
   （３，４７８）

１６２
（１６２）

２，４８７
（２，６７９）

７７９ 
（８１１） 

８１４ 
（８４２）

 （注）１ 経営事項審査の項目の（  ）は平成 21 年度分である。 
     ２ 入札参加資格認定の項目の（  ）は平成 21・22 年度分である。 

 

４ 指名業者の選定及び建設業者の育成指導 
 

(1) 指名業者の選定 
 公共工事の発注は，公共事業の円滑かつ適正な実施を図るため，「公費の公正かつ効果的な使

用」と｢適正な施工の確保｣を基本として運用されるべきものであるが，地域経済の活性化や雇用

機会の確保など社会政策的な効用を果たす役割も担っている。 
このため，県工事の発注に当たっては，指名業者等選定要綱に基づき，設計金額に対応したラ 
ンク別発注を基本とし，それに技術的な適性，施工経験，技術者の状況などを総合的に勘案して

選定している。 
また，選考手続きについては，すべての建設工事について公正・公平を確保するため，工事金

額に応じて，地方機関，本庁各局等に指名業者等選考委員会を設けて，厳正に審査をしている。 
(2) 建設業者の技術力及び競争力の強化 
  ア 合併の促進 

      県内建設業者の合併等による，より一層の技術力及び競争力の強化を促進するため，合併等 
を行った建設業者に対し，入札参加資格の格付け認定及び受注機会の確保措置において特例措 
置を設けている。 

   イ 経常建設工事共同企業体制度の試行 
 県内建設業者の協業化による技術力及び競争力の強化を促進するため，経常建設工事共同企 
業体制度を試行し，共同企業体結成後の一定期間内の合併又は協業組合等への移行を条件に， 
入札参加資格の格付け認定において特例措置を設けている。 

   ウ 特定建設工事共同企業体の取扱 
  特定建設工事共同企業体に発注する工事は，地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続
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の特例を定める政令（平成７年政令第 372号）の適用を請ける工事（以下「WTO対象工事」と
いう。）及び高度又は特殊な技術を要するなど技術的難度の高い工事を除き，構成員は原則とし

て県内業者とすることとしている。 
 (3) 建設業者の指導等 

建設業者に対しては，パンフレットなどを作成して，一括下請けの禁止，下請負人名簿の提出，

現場代理人等の常駐，技術者の適正配置，労働災害の防止の徹底及び建設業退職金共済制度等の福

利厚生制度への加入促進などを図り，建設業法，建設工事執行規則，建設工事請負契約約款及びそ

の他関係法令等の遵守についても指導している。 
更に，下請け代金支払いの適正化，契約関係業務の適正化，独占禁止法の遵守や財務診断の活用 
などについて周知徹底を図り，公正な取引，経営の健全化などについて指導している。 
 また，平成 13年４月からは「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行さ
れており，これに基づく指導にも取り組んでいる。 
 平成 14年度においては，建設業法に基づく監督処分基準を制定し，不正行為の防止及び不良不
適格業者の排除の徹底を図るとともに，県発注工事等における暴力団介入事件の発生に鑑み，公共

工事等から暴力団の排除を徹底するため，建設工事等暴力団対策連絡会を設置し，警察との連携強

化等の措置を行っている。また，建設業者等指名除外要綱を改正し，暴力団が実質的に経営を支配

しているなどの直接的な関与に加え，暴力団と親交を有する業者等の排除を規定した。 

 平成 15年度においては，特定業者の落札への協力要求や指名辞退の強要等の入札妨害行為に対
する措置要件を新設し，更に入札妨害及び談合，独占禁止法違反行為に対する措置期間を延長する

こととした。 

 平成 16年度においては，贈賄を起こす不良不適格業者の排除を強化するため，建設業者等指名 
   除外要綱を改正した。 

   平成 17 年度においては，悪質リフォーム工事を行う者に対する指導監督や入札談合の再発防止   

を図るため，国の監督処分基準が一部改正されたこと，国から無許可業者に対する指導・監督のガ

イドラインが示されたことにより，広島県の監督処分基準を一部改正し，平成 18 年４月１日から 

  施行した。 

   平成 22 年度からは，特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく資力確保措置

について，建設業者に対し行政庁への届出が課せられ，知事許可業者による県への届出が始まった。 

   また，広島県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準に，同法違反関係の項目を追加し

改正した。 

      更に，９月から請負契約の適正な履行の確保を図ることを目的として，県発注工事において現場

代理人の所属建設業者との直接的な雇用関係を確認することとした。 

   平成 23 年度からは，県発注工事等からの暴力団排除の徹底を図るため，下請契約等の相手方が

暴力団等である場合の契約解除規定を設け，県と請負契約等を締結した営業所等には，極力，不当

要求防止責任者の配置等を求めることとした。 

   また，談合等の不正行為を防止するため，談合情報への対応の見直しを図るとともに，建設業者

等指名除外要綱を改正し，談合等の事実が発覚した場合のペナルティを強化した。 

 

５ 入札・契約制度の改善 

 

平成23年度は，「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「公共工事の品質確

保の促進に関する法律」等を踏まえ，適正な施工の確保，公正な競争の促進，不正行為の排除の徹底
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及び透明性の確保を図るため，次の改善を行ったところである。 

 

(1) 県内建設業者の合併等による，より一層の技術力及び競争力の強化を促進するため，合併等を 
行った建設業者に対する入札参加資格審査及び受注機会の確保の特例措置を拡充するとともに， 

申請期間を平成25年度末まで延長  

  (2) 県内建設業者の協業化による技術力及び競争力の強化を促進するため，経常建設工事共同企業 

体制度を試行 

(3) 特定建設工事共同企業体の取扱いを次のとおり改正 

ア 土木構造物及び建築物に係る対象工事を，請負対象設計金額概ね10億円以上から概ね５億円

以上に変更(設備工事は概ね５億円以上(変更なし)) 

   イ Ｂランクの業者を構成員とする場合は，一定点数以上の総合数値を有する者に限定 

   ウ WTO対象工事及び高度又は特殊な技術を要するなど技術的難度の高い工事を除き，構成員は 
原則，県内業者に限定 

(4) 低入札価格調査制度の対象工事を請負対象設計金額１億円以上から8,000万円以上に拡大する
とともに，「適正な履行確保の基準」の「数値的判断基準」を次のとおり改正 

   ア 工事費内訳での判断基準を廃止 

 イ 工事費総額による失格の判断となる対象工事を拡大するとともに，判断基準を改正 

 (5) 「地域優良企業評価型一般競争入札」の名称を「工事成績条件付一般競争入札」に変更し，試 

行の対象工事を請負対象設計金額1,000万円以上2,500万円未満から1,000万円以上5,000万円未満 

に拡大 

（対象部局：農林水産局，土木局，都市局，企業局） 

(6) 建設工事に係る総合評価方式を次のとおり本格実施 

   ア 請負対象設計金額1億円以上の工事については原則実施するとともに，8,000万円以上１億円

未満の工事については特に品質確保・耐久性を重視する工種等は原則実施し，それ以外の工事

は重点的に実施 

イ 請負対象設計金額8,000万円未満の工事については，「地域実績評価型」の総合評価方式を試行 

ウ 総合評価方式の型式を変更するとともに，評価項目等を整理 

（対象部局：農林水産局，土木局，都市局） 

(7) 優良建設工事施工業者の有効期間を２年間へ延長 

(8) 中間前金払による支払後も部分払による請求を可能とするよう運用を弾力化 

(9) 下請契約等の相手方が暴力団等である場合の契約解除規定を整備 

 (10) 県と契約を締結した営業所等は，極力，不当要求防止責任者を配置し，責任者講習を受講 

 (11) 測量・建設コンサルタント等業務における予定価格を事後公表から事前公表に変更 

 (12) 設計金額2,500万円以上の測量・建設コンサルタント等業務について，契約保証制度を導入 

 (13) 指名除外措置等に対する苦情申立てを可能とする規定を整備 

 (14) 談合情報への対応の見直しを図るとともに，談合等の不正行為が発覚した場合のペナルティを 

強化 
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 (参考) これまでの取組み（平成5年度～平成22年度） 

実施 
年度 

透明性の確保 公正な競争の促進 適正な施工の確保 
不正行為及び不良･ 
不適格業者の排除 

備  考 

５ 

○指名業者等選定要綱
及び建設業者等指名除
外要綱の公表 

○条件付一般競争入札
の試行（2件） 
○意向確認型指名競争
入札の試行（4件） 

○特定建設工事共同企
業体の運用改善（対象
金額の引き上げ） 

  

６ 

 ○条件付一般競争入札
の試行（6件） 
○意向確認型指名競争
入札の試行（7件） 

 ○談合情報対応マニュ
アルの制定（公正入札
調査委員会の設置） 

 

７ 

 ○条件付一般競争入札
の実施（10億円以上）
○意向確認型指名競争
入札（5億円以上10億円
未満） 

○設計図書の有料配布
（5億円以上） 

  

８ 

 ○公募型指名競争入札
の試行（5億円以上10
億円未満：23件） 

○低入札価格調査制度
の導入（WTO案件） 
○特定建設工事共同企
業体の運用改善（対象
金額の引き下げ） 
○工区設定工事の試行

  

９ 

 ○公募型指名競争入札
の実施（5億円以上10
億円未満） 
○意向確認型指名競争
入札の廃止 

○工区設定工事の実施   

１０ 

○予定価格の事後公表
（契約後） 

○公募型指名競争入札
の拡大試行（2.5億円以
上5億円未満） 
○経常建設工事共同企
業体制度の試行 
○指名業者標準選定数
の引き上げ 

 ○談合に対するペナル
ティの強化 
・指名除外期間の延長 
・再犯加重期間の延長 

 

１１ 

○予定価格の事前公表
の試行（5億円以上の半
数） 
○建設業者の格付・格
付基準の公表 

 ○低入札価格調査対象
の拡大（2.5億円以上）
○施工体制等立入点検
の実施 

 ○中間前金払制度の導
入 
○測量・建設コンサル
タント等業務に係る分
野別業者格付，業者選
定基準の整備 

１２ 

○予定価格の事前公表
の試行拡大（5億円以上
の全部及び2.5～5億円
の半数） 

○公募型指名競争入札
の拡大実施（2.5億円以
上5億円未満） 

○発注者支援データ
ベースシステムの地方
機関への展開 

  

１３ 

○発注見通し及び入札
契約に係る情報の公表
（資格者名簿，指名理
由等） 
○予定価格の事前公表
の試行拡大（2.5億円以
上の全部） 

○意向確認型指名競争
入札の試行（1億円以上
2.5億円未満の土木・建
築工事） 

  ○H13.2公共工事の入
札及び契約の適正化の
促進に関する法律（入
札契約適正化法）施行

１４ 

○最低制限価格の事後
公表 
○予定価格の事前公表
の試行拡大（１億円以
上の全部） 
○指名除外業者の公表 
○苦情処理制度の整備 

○公募型指名競争入札
の試行拡大（1億円以上
2.5億円未満の建築一
式・高度特殊工事） 
○配置予定技術者の入
札前届出制の試行（1
億円以上の全工事） 
○意向確認型指名競争
入札の試行廃止 

○低入札価格調査対象
の拡大（1億円以上） 

○談合に関する契約解
除及び損害金の規定 
○建設業者等指名除外
要綱の改正（暴力団関
連企業等の排除） 

○H15.1入札談合等関
与行為の排除及び防止
に関する法律（官製談
合防止法）施行 

１５ 

○広島県公共工事入札
監視委員会の設置 

○公募型指名競争入札
の試行拡大（1億円以
上 2.5 億円未満の設備
工事） 

○低入札価格調査制度
に係る「適正な履行確
保の判断基準」の設定
○優良建設工事施工業
者に対する優遇措置 

○暴力団関係者の関与
時の契約解除及び損害
金の規定 
○談合情報の信憑性の
判断基準の策定・公表
等 

○県内建設業者の合併
等に関する特例要綱制
定 

 

 

 

224 



 

実施 
年度 

透明性の確保 公正な競争の促進 適正な施工の確保 
不正行為及び不良･ 
不適格業者の排除 

備  考 

１６ 

○予定価格の事前公表
の拡大（全工事） 

○公募型指名競争入札
の拡大実施（1億円以
上 10 億円未満の全工
事） 
○経常建設工事共同企
業体制度の廃止（H17
年度から廃止） 

  ○電子入札の導入 

１７ 

○工事成績評定結果の
公表（1,000 万円以上） 

○公募型指名競争入札
の拡大試行（5,000 万
円～1億円の建築一
式・設備工事） 
○総合評価方式による
入札の試行 

 ○工事成績不良業者の
指名除外 

○H17.4 公共工事の品
質確保の促進に関する
法律（品確法）施行 
○H18.1 私的独占の禁
止及び公正取引の確保
に関する法律（独占禁
止法）改正 
・反則調査権限の導入
・課徴金減免制度の導
入 

１８ 

 ○公募型指名競争入札
の拡大試行（5,000 万
円～１億円の高度特殊
工事） 
○指名業者の事後公表

 ○談合があった場合の
損害金の予約額の引き
上げ（10％→15％） 

 

１９ 

 ○公募型指名競争入札
の試行廃止 
(4 月) 
○一般競争入札の拡大
（1億円以上の全工事
及び 5,000 万円～1億
円の建設工事等） 
(10 月) 
○一般競争入札の拡大
及び事後審査型一般競
争入札の導入（1,000
万円以上の全工事） 

 ○談合があった場合の
指名除外措置の強化及
び損害金の予約額の引
き上げ（15％→20％） 

 

２０ 

 ○総合評価方式の拡充
・評価項目に地域貢献
（路線管理，除雪業務）
を追加 
・最低制限価格制度を
試行開始（1億円未満
の工事） 

  ○地域建設業経営強化
融資制度の導入 
○下請セーフティネッ
ト債務保証事業の導入

２１ 

 ○総合評価方式の拡充
・入札参加資格の事後
審査方式の導入 

○最低制限価格の算出
基準の改正 
○低入札価格調査制度
の改正 
・工事費総額失格基準
の設定 
・調査対象工事の完成
後調査の実施 

○談合行為等の防止及
びペナルティの強化 
・県発注工事における
指名除外期間の最長期
間を３６ヶ月に延長 

○電子入札の拡大 
・書面入札の原則廃止
・入札参加希望書の提
出手続きの省略 

２２ 

 ○総合評価方式の拡充
（8,000 万円以上の工
事で，重点的に実施）
○地域優良企業評価型
一般競争入札の試行 
○県内企業の下請活用
の促進のため，下請は
県内企業を原則化 

 ○前払金の使途調査を
低入札価格調査対象工
事等で重点実施 
○名ばかり営業所の排
除のため，低入札価格
調査対象工事等で営業
所の稼動実態を調査 

○測量・建設コンサル
タント等業務における
総合評価方式の試行 
○中間前金払の活用促
進 

 

６ 広島県公共工事入札契約業務連絡協議会の活動について 
 
  当協議会は，公共工事に関する入札契約業務の合理化を図るため，発注機関相互の連絡調整等を行 

 い，公共工事の適正な執行に寄与することを目的としている。 

  平成 18 年度は，入札・契約業務の適正化に向けた発注者の取り組みについての情報交換の場とし 

 て「入札契約制度運営部会」を開催し，県内市町に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 

 る法律」への対応の徹底等を図った。 
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  平成 20 年度は，「入札契約制度運営部会」を開催し，県内市町に地域建設業経営強化融資制度等の

適用，総合評価方式の拡充，及び単品スライドの適用について説明し，早期対応を働きかけた。 

  平成 21 年度は，「入札契約制度運営部会」を開催し，入札談合の未然防止を目的に，公正取引委員

会事務総局近畿中国四国事務局中国支所を講師に招き，「官製談合防止法」等についての講演を行っ

た。また，県内市町に測量・建設コンサルタント等業務に係る最低制限価格制度等の導入及び中間前

払金制度について説明し，制度の周知等を図った。 

  平成 22 年度は，「入札契約制度運営部会」を開催し，西日本建設業保証株式会社を講師に招き，「建

設業者倒産時の適切な対応」についての講演を行った。また，県内市町に中間前払金の活用促進，前

払金の使途調査の重点実施，名ばかり営業所の排除，建設業許可制度（技術者の配置）及び測量・建

設コンサルタント等業務に係る総合評価法式の試行について説明し，制度の周知等を図った。 

 

７ 建設工事の紛争処理 

 

 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため，広島県建設工事紛争審査会を設けその処理に 

当たるとともに各種建設工事の紛争相談に応じている。 

  なお，平成 22 年度に広島県建設工事紛争審査会において処理した件数は，次のとおりである。 
                 建設工事紛争取扱件数               （単位：件） 

年   度 
 

手  続 
 

前 年 度 
繰越件数 
（Ａ） 

当 年 度
申請件数
（Ｂ） 

当 年 度
取扱件数
（Ａ＋Ｂ） 

当 年 度
終了件数
（Ｃ） 

未 処 理 
件   数 
（Ａ＋Ｂ－Ｃ） 

審理開催
 

回   数 

あっせん ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

調  停 ２ １ ３ ３ ０ ２ 

仲  裁 ６ ０ ６ ３ ３ １０ 

２２ 

計 ８ １ ９ ６ ３ １２ 

 
８ 建設機械の打刻及び検認 
 
 建設機械抵当法に基づき，建設機械に関する動産信用の増進により建設工事の機械化の促進を図る 
ため建設機械に打刻し，また，打刻の検認事務を行っている。 
 なお，平成 22 年度における打刻及び検認件数は，次のとおりである。 

 
              建設機械の打刻及び検認件数             （単位：件） 

打刻及び検認した建設機械名 打刻件数 検認件数 合  計 

し ゅ ん せ つ 船                           
０ 
（２） 

０ 
（０） 

０ 
（２） 

土           運           船 
０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

作 業 台 船                            
０ 
（３） 

０ 
（０） 

０ 
（３） 

合                 計 
０ 
（５） 

０ 
（０） 

０ 
（５） 

   （注）（ ）は，平成 21 年度の数である。 
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９ 浄化槽工事業の届出・登録 
 
昭和 60 年 10 月に浄化槽法が施行され，浄化槽工事業を営む者（浄化槽工事業者という。）は都道府

県知事への登録が義務付けられた。 
また，建設業法に基づき，土木工事業，建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者で浄 

化槽工事業を営む者（特例浄化槽工事業者という。）は，登録にかえて届出が義務付けられた。 
なお，浄化槽工事業者・特例浄化槽工事業者数の推移は，次のとおりである。 

 
              浄化槽工事業者・特例浄化槽工事業者数の推移        （単位：者） 

          年 度
区 分 １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

県内 １３１ １２５ １３０ １２９ １２８ 

県外   ３   ２   １   １   ２ 浄 化 槽 工 事 業 者 
計 １３４ １２７ １３１ １３０ １３０ 

県内 ７８６ ７９９ ８０２ ８１９ ８３１ 

県外 １２７ １２６ １２７ １２６ １２６ 特例浄化槽工事業者 
計 ９１３ ９２５ ９２９ ９４５ ９５７ 

 
 
１０ 解体工事業者の登録 
 
  建設廃棄物の適正な処置を目的として，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設

リサイクル法）が平成 12 年５月に制定され，平成 13 年５月からは，同法の規定に基づき解体工事業

を営む者（建設業法に基づき，土木工事業，建築工事業及びとび・土工工事業のいずれかの建設業許

可を有する者を除く。）は，都道府県知事への登録が義務付けられた。 
  なお，解体工事業の登録業者数の推移は，次のとおりである。 
 
 
                   解体工事業の登録業者数             （単位：者） 

        年 度 
区 分 １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

県   内 １１９ １０９ １０５ １１７ １２０ 

県   外  １１  １１  １３  １１  １０ 

計 １３０ １２０ １１８ １２８ １３０ 

 
 
１１ 建設工事の統計調査 
 
 建設工事及び建設業の実態を把握するため行うもので，国の指定統計として建設工事受注動態統計

調査（毎月 1回）及び建設工事施工統計調査（年 1回）を国土交通大臣の委託により実施している。 
 また，承認統計として住宅用地完成面積調査（年 1回）を行っている。 
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